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   一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定
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  令和７年２月２５日提出 

 

            佐倉市長  西 田 三十五   

  



佐倉市条例第   号 

   一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （一般職職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 一般職職員の給与に関する条例（昭和３２年佐倉市条例第３２号）の

一部を次のように改正する。 

  第４条第７項中「５５歳に達した日後最初に到来する４月１日以降に在職

する」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。 

 （１）５５歳に達した日後最初に到来する４月１日以降に在職する職員（次

号に掲げる職員を除く。） 

 （２）行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級であるもの

（以下「行７級職員」という。） 

  第９条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（扶養手当）」を付し、

同条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを

１号ずつ繰り上げ、同条第３項中「及び第３号から第６号までのいずれかに

該当する扶養親族（以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。）」を

「に該当する扶養親族（次項において「扶養親族である子」という。）につ

いては１人につき１３，０００円、前項第２号から第５号までのいずれかに

該当する扶養親族」に、「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級

が７級であるもの（以下「行７級職員」という。）」を「行７級職員」に改

め、「、同項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族である子」とい

う。）については１人につき１万円」を削り、同条第４項中「（以下「特定期

間」という。）」を削り、「特定期間に」を「当該期間に」に改め、同条に次

の１項を加える。 

 ５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定



その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

  第１０条を削り、第１０条の２を第１０条とする。 

  第１１条第１項第１号中「通勤のため交通機関等」を「通勤のため交通機

関又は有料の道路（以下「交通機関等」という。）」に改め、「運賃」の次に

「又は料金（以下「運賃等」という。）」を加え、「常例にする」を「常例と

する」に改め、同条第２項各号列記以外の部分中「掲げる額」を「定める

額」に改め、同項第１号中「市長の」を削り、同項第２号中「掲げる額（」

を「定める額（」に改め、同号ウ中「掲げる」を「定める」に改め、同項第

３号中「市長が」を削り、「及び前号に掲げる額にその者」を「及び前号に

定める額に当該職員」に、「掲げる額又は前号に掲げる額にその者」を「定

める額又は前号に定める額に当該職員」に改め、同条第３項中「前２項」を

「前各項」に改め、同項を同条第６項とし、同条第２項の次に次の３項を加

える。 

 ３ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異

にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ず

ることとなった職員で規則で定めるもののうち、第１項第１号又は第３号

に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居（当該住居に相当

するものとして規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新幹線鉄

道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等（以下「新幹線

鉄道等」という。）を利用し、その利用に係る特別料金等（その利用に係

る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を

減じた額をいう。以下同じ。）を負担することを常例とするものの通勤手

当の額は、前項の規定にかかわらず、支給対象期間につき、規則で定める

ところにより算出した当該職員の支給対象期間の通勤に要する特別料金等



の額に相当する額（以下「特別料金等相当額」という。）及び同項の規定

による額の合計額とする。 

 ４ 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第

１項第１号又は第３号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居（当該住居

に相当するものとして規則で定める住居を含む。）からの通勤のため、新

幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例と

するもの（任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。）その他前

項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認めら

れるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用す

る。 

 ５ 運賃等相当額をその支給対象期間の月数で除して得た額（交通機関等が

２以上ある場合においては、その合計額）、第２項第２号に定める額及び

特別料金等相当額をその支給対象期間の月数で除して得た額（新幹線鉄道

等が２以上ある場合においては、その合計額）の合計額が１５万円を超え

る職員の通勤手当の額は、前３項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手

当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期間につき、１５万円に当

該支給対象期間の月数を乗じて得た額とする。 

  第１９条第１項中「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条第２項中

「週休日等以外の日の午前０時から」を「午後１０時から翌日の」に改め、

「の間」の次に「（週休日等に含まれる時間を除く。）」を加え、「勤務した」

を「勤務をした」に改め、同条第３項中「各号に定める額」の次に「（前２

項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員に

あっては、その額に１００分の１５０を乗じて得た額）」を加え、同項第１

号中「（当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあって



は、その額に１００分の１５０を乗じて得た額）」を削る。 

  第２０条の２第３号及び第４号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。 

  第２０条の３第１項第１号及び第３項第１号中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改

める。 

  第２２条の２第２項中「から第１０条の２まで」及び「及び任期付職員条

例第４条の規定により採用された職員」を削り、同条第３項中「から第１０

条の２まで」を「、第１０条」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項

の次に次の１項を加える。 

 ３ 第４条第３項から第１０項まで、第９条及び第１０条の規定は、任期付

職員条例第４条の規定により採用された職員には適用しない。 

  別表第１及び別表第２を次のように改める。  



 （佐倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第２条 佐倉市任期付職員の採用等に関する条例（平成２０年佐倉市条例第６

号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第４項を削り、同条第５項中「、第３項」を「及び前項」に改め、

「及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給」を削り、同項を同

条第４項とする。 

  第８条第１項中「から第１０条の２まで、第１８条の２及び第２１条」を

「、第１０条及び第１８条の２」に改め、同条第２項中「、第２０条第２

項」の次に「、第２１条第２項」を、「採用された職員」の次に「（以下「特

定任期付職員」という。）」を加え、「１００分の１２７．５」を「１００分

の１２５」に、「１００分の１７５」を「１００分の９５」と、給与条例第

２１条第２項中「その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額

は、それぞれ当該各号に定める額」とあるのは「特定任期付職員の総額は、

当該特定任期付職員の勤勉手当基礎額に１００分の８７．５を乗じて得た額

の総額」に改める。 

  第９条第２項を削る。 

  第１０条第１項中「、第９条から第１１条まで及び第１４条」を「及び第

９条から第１１条まで」に改め、同条第２項中「第２条第４項及び」を削

り、「給与条例第２条第４項中「及び災害派遣手当」とあるのは「、特定任

期付職員業績手当及び災害派遣手当」と、給与条例第１２条」を「同条」

に、「職員」とあるのは」を「職員」とあるのは、」に改める。 

 （佐倉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 佐倉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４２年佐倉

市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 



  第６条第２項中「の各号」を削り、同項中第１号を削り、第２号を第１号

とし、第３号から第５号までを１号ずつ繰り上げる。 

  第１２条第１項中「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条第２項中

「週休日等以外の日の午前０時から」を「午後１０時から翌日の」に、「勤

務した」を「勤務をした」に改める。 

  第１７条中「地方公営企業等の労働関係に関する法律」の次に「（昭和２

７年法律第２８９号）」を加える。 

  第１８条の２第１項中「及び第６条の２」及び「及び佐倉市任期付職員の

採用等に関する条例（平成２０年佐倉市条例第６号）第４条の規定により採

用された職員」を削り、同条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、

第１項の次に次の１項を加える。 

 ２ 第６条及び第６条の２の規定は、佐倉市任期付職員の採用等に関する条

例（平成２０年佐倉市条例第６号）第４条の規定により採用された職員に

は適用しない。 

 （佐倉市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改

正） 

第４条 佐倉市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和

４年佐倉市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

  附則第１２条から第１４条までの規定中「附則第９条第３項」を「附則第

９条第２項」に改める。 

 （一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第５条 一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和４年佐

倉市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

  附則第４項及び第９項中「附則第９条第２項」を「附則第９条第６項」に



改める。 

 （佐倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第６条 佐倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（令和４

年佐倉市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

  附則第３項中「附則第９条第３項」を「附則第９条第２項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）附則第７項の規定 公布の日 

（２）第１条中一般職職員の給与に関する条例（以下「給与条例」という。）

第２０条の２第３号及び第４号の改正規定並びに給与条例第２０条の３第

１項第１号及び第３項第１号の改正規定並びに附則第６項の規定 令和７

年６月１日 

 （号給の切替え） 

２ 令和７年４月１日（以下「切替日」という。）の前日において給与条例別

表第１及び別表第２の給料表の適用を受けていた職員であって同日において

その者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であった

ものの切替日における号給（次項及び同表において「新号給」という。）

は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてそ

の者が受けていた号給（同表において「旧号給」という。）に応じて同表に

定める号給とする。 

 （切替日前の異動者の号給の調整） 

３ 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準



ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動

又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度

において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

 （令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する経過措置） 

４ 切替日から令和８年３月３１日までの間における第１条の規定による改正

後の給与条例（以下「改正後給与条例」という。）第９条及び第３条の規定

による改正後の佐倉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（以下

「改正後企業職員給与条例」という。）第６条の規定の適用については、改

正後給与条例第９条第１項中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、

次項第６号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行７級職員に対しては、

支給しない」と、同条第２項中「（５）重度心身障害者」とあるのは 

 「 

 （５）重度心身障害者 

 （６）配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。） 

                                  」

と、同条第３項中「１３，０００円」とあるのは「１１，５００円」と、

「とする」とあるのは「、前項第６号に該当する扶養親族については３，０

００円とする」とし、改正後企業職員給与条例第６条第１項中「支給する」

とあるのは「支給する。ただし、次項第５号に該当する扶養親族に係る扶養

手当は、管理者が定める職員に対しては、支給しない」と、同条第２項中

「（４）重度心身障害者」とあるのは 

 「 

 （４）重度心身障害者 



 （５）配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。） 

                                  」

とする。 

 （通勤手当に関する経過措置） 

５ 改正後給与条例第１１条第４項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用

を受ける職員となった者にも適用する。 

 （期末手当に関する経過措置） 

６ 刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以下「刑法等一部

改正法」という。）及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びに附則第１項第２号に

掲げる規定の施行前に犯した刑法等一部改正法第２条の規定による改正前の

刑法（明治４０年法律第４５号）第１３条に規定する禁錮以上の刑（死刑を

除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、改正後給与条例第２

０条の３第１項（第１号に係る部分に限る。）及び第３項（第３号に係る部

分に限る。）の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起

訴をされた者とみなす。 

 （その他の経過措置の規則等への委任） 

７ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な経過措置は、規則（地方公営企業の管理者が担任する事項については、管

理規程）で定める。 

 （佐倉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

８ 佐倉市職員の育児休業等に関する条例（平成４年佐倉市条例第５号）の一

部を次のように改正する。 



  第１９条の表第２２条の２第２項の項中 

 「 

第４条第３項から

第１０項まで及び

第９条から第１０

条の２まで 

第９条から第１０条の２まで 

                           」を 

 「 

第４条第３項から

第１０項まで及び

第９条 

第９条及び第１０条 

                           」に改め、「及び任

期付職員条例第４条の規定により採用された職員」を削る。 

 


